
令和２年度中川区区政運営方針（案）に対する区民意見の内容及び区の考え方 

 

 令和２年度中川区区政運営方針の策定にあたり、案に対する意見をお寄せいただ

き、ありがとうございました。 

お寄せいただいた意見の概要と、それに対する区の考え方は以下のとおりです。 

 

１ 施策 1-1 地域防災力の向上 

（１）No.1 「地区防災カルテ」を活用した防災活動の支援 

       地域特性に応じた適切な避難行動に係る計画策定の支援 

意 見 

「地域が主体となって、防災活動に取り組める土壌を築く必要 

がある」とあるが、その土壌を築く必要は強く感じているが、課

題とされている具体的な内容が見えてこない。災害対策委員とな

る区政協力委員はほぼ 2年で交代し、なり手もいなくなってきて

いるため、基本の構造が成り立ちにくい。 

考え方 

災害対策委員となる区政協力委員などの人材、なり手の不足

や、高齢化などの課題に加え、定期的な交代によって継続的かつ

主体的に防災活動に取り組む体制を構築することが難しくなって

いると聞き及んでいます。 

しかしながら、災害から市民の皆さまの命を守るには、地域防

災力の向上が欠かせないことから、地域に真に必要な取り組みは

何かを検討し、実践していくことが必要であります。 

そこで、令和元年度より始まった、災害救助地区本部長となる

区政協力委員長を中心とした地域の防災リーダーの方々による地

区防災カルテを活用した取り組みを、消防署とも連携しながら支

援することで、地域防災力の向上を図ってまいります。 

（総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）No.2 「地区防災カルテ」を活用した防災活動の支援 

       地域特性に応じた各種訓練の支援 

意 見 
宿泊型訓練について、具体的にはどのような取り組み方をする

か教えてほしい。 

考え方 

 宿泊型訓練は、宿泊を含めた避難所での生活を疑似体験するこ

とで、避難所生活における問題を認識し、日頃からの備えや避難

所運営につなげるものと認識しています。 

宿泊型訓練は様々な形で行えるもので、実施する会場や参加す

る方に応じた訓練内容とすることができます。 

 例えば、避難所運営の視点での訓練であったり、広く一般の方

に体験していただけるようなイベント型の訓練であったり、ま

た、実際に宿泊する訓練、疑似体験に止める訓練と様々な手法で

行うことが可能であります。 

 地域で宿泊型訓練の実施をご検討の際には、区役所総務課へご

相談いただければと存じます。 

（総務課） 

 

（３）No.3 「地区防災カルテ」を活用した防災活動の推進 

       各種講習の実施等を通じた地域防災活動の支援 

意 見 学区での訓練は必要だが、住民全体に広げていくことが難しい。 

考え方 

学区など地域で実施する防災訓練に参加される住民は、町内会

の役員中心であったり、地域活動に関心のある方に偏ってしまう

ことが珍しくありません。 

広く住民の参加を求めるのであれば、実践的な訓練よりもイベ

ント型で楽しめるものとすることも一つの方法です。 

防災に関する意識啓発や知識の普及を行うことも、訓練同様に

重要な取り組みと考えております。 

地域での防災活動には様々な手法があります。何を目的に、誰

を対象に行うかで、内容を考えることとなります。訓練等の実施

を企画される際には、区役所総務課へご相談いただければと存じ

ます。 

（総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 施策 1-2 防犯対策・交通安全対策の推進 

（１）No.8 地域における自転車パトロールの推進 

意 見 
 自転車パトロール隊の取り組みを区内全体に広げるには、結団

式・参加者数の目標が少なすぎるのではないか。 

考え方 

中川区では犯罪の発生を抑制するため、地域や警察等と協力し

て防犯パトロールや防犯啓発活動などに取り組むとともに、令和

元年度から主要犯罪が多発している１学区を対象に地域で自主的

な防犯パトロール活動を行う自転車パトロール隊を結成したとこ

ろです。引き続き、区内の犯罪情勢を考慮の上、順次自転車パト

ロール隊を拡充してまいります。 

（地域力推進室） 

 

（２）No.10 セーブ・ザ・なかがわっ子プロジェクト～子どもを守るつながりづくり～ 

地域の力で子どもを守る交通安全見守り事業 

意 見 
 対象の小学校はどのように選ぶのか、また全学区を対象とする

必要はないか。 

考え方 

 地域において子どもを交通事故から守ることは非常に重要であ

ると認識しています。一方、事業を効率的・効果的に実施するた

め、まずは交通事故が増加している学区などを中心に６学区にお

いて、地域住民や関係機関と協力し、事業を進めることとしてお

ります。今後、区内の交通事故情勢を考慮の上、順次事業を拡充

してまいります。 

（地域力推進室） 

 

（３）No.11 自転車乗車時のヘルメット着用推進 

意 見 
 すでに取り組みを行っている事業としては、あまり機能してい

ない感じがする。 

考え方 

 「自転車ヘルメット広め隊」については、委嘱後に自転車に乗

る高齢者に対して街頭キャンペーンを実施するとともに、日常生

活において自転車乗車時にヘルメットを着用し、周囲の方々にヘ

ルメットの着用を促していただいています。今後、交通安全市民

運動期間等を捉え、「自転車ヘルメット広め隊」による啓発活動

を充実してまいります。 

（地域力推進室） 

 

 

 

 

 

 

 



３ 施策 1-3 快適に暮らせる環境づくり 

（１）No.12 クリーンキャンペーンの実施 

意 見 

 子ども会、小・中学校への周知や老人会、女性会などとの連携

の強化、参加者への景品を出すなど、参加者を増やす取り組みが

必要ではないか。 

考え方 

 クリーンキャンペーンについては、地域住民や市民活動団体等

とともに清掃活動を実施しているところです。いただいたご意見

を参考にして各団体との連携を図るとともに、市民・企業・行政

の協働による取り組みを推進してまいります。 

（地域力推進室） 

 

（２）No.13 空地・空家等の適切な管理の推進 

意 見 
 空地・空家等の適切な管理の依頼とあるが、適切な管理とは具

体的にどのようなことをいうのか。 

考え方 

 区役所では、管理の不適切な空地・空家等について相談・通報

を受け付けた場合に、現地調査のうえ所有者を調査し、当該空

地・空家等の状況に応じ、雑草の除草や樹木の剪定、家屋の補修

などの適切な処置を行っていただくよう依頼しているところで

す。 

（地域力推進室） 

 

（３）No.14 ペットと暮らす快適なまちづくり運動の推進① 

意 見 

 「マナーの悪い犬猫の飼主等に対しマナーを守ることの必要性

を認識してもらうためには、粘り強く啓発していくしかない。」

とあるが、一定の刑事罰の導入も検討するべきではないか。 

考え方 

 現在、名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例で、飼主の遵

守事項として「公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔に

し、又は損傷させないこと。」と定めており、飼主への指導啓発

を行っています。また、命令に従わない場合の罰則も定められて

います。 

さらに令和 2年 4月 1日に条例改正がされ、飼主の遵守事項に

「飼犬のフンの回収義務」と「飼猫の室内飼育の努力義務」を追

加することとなりました。 

 これら改正内容の普及啓発を図り、より一層の飼主への指導啓

発を行ってまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

（保健センター健康安全課） 

 

 

 

 



 

（４）No.14 ペットと暮らす快適なまちづくり運動の推進② 

意 見 

 ①飼い主のマナーを改善させる、②猫用名札を配布しているこ

とを知らない人が多い、③飼い猫を登録制にする、④なごやかキ

ャット推進事業を見直す（ボランティアの不足）。 

考え方 

 ①飼い主のマナー改善や②猫用名札の配布を知らない人が多い

といったご指摘につきましては、今後もより一層、飼主に対する

指導・啓発等を実施し、区政運営方針に記載した「快適に暮らせ

る環境づくり」を目指してまいりますので、ご理解とご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

また、③飼い猫の登録制の実施や④なごやかキャット推進事業

の見直しにつきましては、関係部署にお伝えします。 

（保健センター健康安全課） 

 

 

４ 施策 2－2 子ども・青少年の健全育成 

（１）No.28 子ども会活動への支援 

意 見 
 当地域では子ども会の解散が続いて行事が縮小されているの

で、より深い対策をとってほしい。 

考え方 

 中川区といたしましては、子ども会活動の魅力を中川区子ども

会連合会のホームページを活用し、活動内容などの紹介を行い、

広く区民の皆さまに子ども会活動を周知していくほか、子ども会

が未設立の地域につきましては、子ども会設立に向けての働きか

けに努めてまいります。 

（民生子ども課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 施策 2－3 健康でいきいきと暮らせるまちづくり 

（１） No.34 高齢者が地域で暮らしていくための生活支援・見守り支援① 

意 見 
 高齢者サロン・共生型サロンについて、地域に丸投げするので

はなく一緒になって高齢者を見守ってほしい。 

考え方 

 高齢者サロン・共生型サロンについては、地域の皆さまのご尽

力によって実施されておりますことに改めて御礼を申し上げま

す。サロンは「外出機会の創出」、「困りごとの集約・情報共

有」、「地域の担い手の発掘、交流の場」として大変重要なもので

あり、支えあえる地域づくりにも必要不可欠なものであると考え

ております。サロンの運営については、中川区社会福祉協議会に

おいて、開設助成や運営助成を行う「ふれあいいきいきサロン整

備助成金」、開設や運営に関する相談支援を行う「サロン何でも

相談所」を実施しております。 

また、中川区役所としても、中川区社会福祉協議会と連携して

地域活動に関心を持つ高齢者や実際の活動の担い手の増加につな

がるような取り組みを進めてまいります。 

（福祉課） 

 

（２）No.34 高齢者が地域で暮らしていくための生活支援・見守り支援② 

意 見 
 高齢者にも簡易に使用できる健康遊具を公園に設置してほし

い。 

考え方 

 いただいたご意見については、公園を管理している土木事務所

及び関係部署にお伝えします。 

（企画経理室・福祉課） 

 

（３） No.38 区民の健康づくりの推進① 

意 見  事業内容に子どもの受動喫煙対策を挙げてほしい。 

考え方 

 名古屋市では、今年度、子どもを受動喫煙から守る基柱が必要

として、「子どもを受動喫煙から守る条例」を制定しました。中

川区の子どもに対する受動喫煙対策につきましては、今後、示さ

れる対策を関係部署と連携しながら進めてまいります。 

（保健センター保健予防課） 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４） No.38 区民の健康づくりの推進② 

意 見 
 事業内容に特定健康診査の受診率の向上も取り上げるべきでは

ないか。 

考え方 

 特定健康診査につきましては、名古屋市において特定健康診査

等実施計画が作成され、受診率向上の取り組みが全市的な観点か

ら行われているところです。いただいたご意見につきましては、

当該実施計画作成の参考として、関係部署にお伝えします。 

（保険年金課） 

 

 

６ 施策 3－2 まちの魅力の発掘・発信 

（１）No.42 川を生かしたまちづくり 

意 見 

 「戸田川上流にて地域住民や企業などとともに大清掃を実施す

る」を「戸田川上中流域及びその支流の区域において、地域住民

や企業などとともに大清掃を実施することにより区民の憩いの場

づくりに努める」と変更する。 

考え方 

 戸田川の清掃活動の実施に当たっては、事前にごみの多い場所

の把握に努めているところです。 

なお、憩いの場づくりについては、公園、河川管理をしている

土木事務所にお伝えします。 

（地域力推進室） 

 

（２）No.44 まちの歴史文化を伝える・広める 

意 見 

 「2 富田地区のふれあいあるまちづくり」について、「戸田ま

つり山車蔵前に、市指定民族文化財の説明版を設置するなど周知

に努める」を追加する。 

考え方 

戸田まつりについては、区民まつりを富田公園で行う際に、会

場でからくり人形と道踊りを披露してもらうことで、その魅力を

発信しています。 

なお、説明版の設置については、関係部署にお伝えします。 

（地域力推進室・企画経理室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ その他の取り組みについて 

（１）No.50 町内会・自治化の加入促進 

意 見  町内会長の悩み等を聞く相談窓口を作ってほしい。 

考え方 

名古屋市では、地域コミュニティやまちづくりの支援に関する

知識・経験等を有するコミュニティサポーターが、町内会長をは

じめとする地域団体の皆さまからのご相談をお伺いし、地域団体

等の運営や活動への支援を行っているところです。町内会長の活

動を行う上でのお困りごと・お悩みがある場合は、区役所地域力

推進室までご相談ください。 

（地域力推進室） 

 

（２）No.51 区民の声を区政に反映① 

意 見 
 区民会議はインターネットでライブ中継し、自宅でも気軽に参加

できるようにしてほしい。感染症のリスク対策にもなる。 

考え方 

区民会議のライブ・インターネット配信につきましては、配信

に係る各種経費の発生や、参加者によってはパソコン操作などに

よる負担が増加するといった課題があると考えております。 

（企画経理室） 

 

（３）No.51 区民の声を区政に反映② 

意 見 
 区民の声や区民アンケートは WEBで簡単に取れるようにしてほ

しい。 

考え方 

区民アンケートは現在、区内に在住の 18歳以上の方 2,000名

を無作為抽出で選出しアンケート用紙をお送りしてご協力をお願

いしております。ウェブで実施しようとする場合、これらの条件

が維持できず、区民でない方の回答も受け付けざるをえない、回

答者が減る恐れがあるといった課題があるかと考えております。 

（企画経理室） 

 

（４）高畑市場周辺企業の移転先について 

意 見  高畑市場周辺の移転先を早く探してほしい。 

考え方 

 いただいたご意見については関係部署にお伝えします。 

（地域力推進室） 

 

 

 

 

 

 

 



（５） 区政運営方針の周知等について 

意 見 
 区政運営方針の各施策の内容は詳細に書かれており、有効だと

思うので、一般の住民にいかに周知していくかが重要となる。 

考え方 

 区政運営方針の周知方法につきましては、広報なごやの区版に

掲載しておりますとともに、区公式ウェブサイトでの公表や、区

役所の情報コーナーをはじめ区内の公所に配架をしております。

また、令和２年度は区政運営方針の内容を簡潔にまとめた概要版

を作成し、区民の皆さまに分かりやすくお伝えするよう努めてい

るところです。 

 引き続き、区民の皆さまにご覧いただけるよう周知に努めてま

いります。 

（企画経理室） 

 


